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第１ まえがき

沖縄県は，世界有数の美しい海とさんご礁に恵まれ，財団法人沖縄マリンレジャー

セーフティービューローによると，平成１６年１２月現在，スキューバダイビング事

業者数５１８，プレジャーボート提供事業者数２６５，海水浴場５９箇所及びマリー

ナ５箇所があり，年間を通じて，県内外からダイビングや海水浴などの海洋レジャー

を目的とした多くの観光客が訪れています。

ところで，全国の地方海難審判庁が平成６年から同１６年までに言い渡した裁決は，

８,７６９件あり，死傷海難は３９０件（４.４％）にのぼっています。

死傷海難のうち，潜水者や遊泳者に船舶が接触した海難の裁決は，全国で４５件

（死傷海難の約１割）で，その発生数は少ないものの，船体やプロペラと人との接触

事故であることから，多くの場合，死亡者や重傷者を伴う悲惨な事故となっています。

全国での４５件中，門司地方海難審判庁那覇支部管轄区域内で発生した潜水者及び

遊泳者が死傷した海難の裁決は８件で，潜水者が関係するものが６件，遊泳者が関係

するものが２件となっており，３人の死亡者と６人の負傷者が出ています。

その後も，同種の海難が後を絶たないことから，その再発を防止するため，４５件

の潜水者及び遊泳者が死傷した海難について分析し，「潜水者・遊泳者の死傷海難防

止のために」を取りまとめました。

この分析が，同種海難の再発防止に寄与できれば幸いです。

マリンレジャーを楽しく安全に！
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第２ 潜水者・遊泳者の死傷海難発生状況

１．発生時の状況

潜水者や遊泳者に船舶が接触した海難４５件を見ると，潜水者との接触が２２件，

遊泳者との接触が２３件となっており，潜水者との接触では，スキューバダイビン

グ中に接触したもの８件，レジャー目的でアワビ・サザエ等の水産物採捕中に接触

したもの６件，潜水漁業等に従事中に接触したものが７件，プロペラに巻き付いた

異物除去作業中の接触が１件となっていました。（図１）

このうち，潜水漁中と異物除去作業中のものを除いた海洋レジャー中における接

触海難は３７件と８割を占めていました。

また，死傷者は４８人発生しており，死亡者１１人，骨折等の重傷者２４人，打

撲等の軽傷者１３人となっていました。（図２）

 

人と船の接触は，重大な人身事故につながります。

十分な注意を！！
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２．船種別発生状況と死傷者の状況

(1) 潜水者と船舶の接触

潜水者と船舶が接触したものは２２件で，漁船及び遊漁船によるもの各６件，

以下，旅客船４件，瀬渡船，交通船及びモーターボート各２件でした。（図３）

死傷者は２３人で，死亡者１０人，重傷者１１人，軽傷者２人となっており，

死亡・重傷者の発生割合は９割にも達していました。（図４）

(2) 遊泳者と船舶の接触

遊泳者と船舶が接触したものは２３件で，水上オートバイによるもの１３件，

モーターボート７件，遊漁船２件，漁船１件でした。（図５）

このうち，当支部の管轄区域で発生した８件は，遊漁船によるものが３件，旅

客船２件，漁船，水上オートバイ及び交通船によるものが各１件でした。

死傷者は２５人で，死亡者１人，重傷者１３人，軽傷者１１人となっており，

死亡・重傷者の発生割合は６割を占めています。（図６)
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死傷者数

11

13

1

0 5 10 15

軽傷者

重傷者

死亡者

潜水者との接触

漁船

 6件

遊漁船
6件

旅客船

4件

瀬渡船
2件

交通船

2件

モーター

ボート
   2件

計22件

遊泳者との接触

漁船
1件遊漁船

2件

モーター
ボート

7件

水上オー
トバイ
13件

計23件



- 4 -

第３ 潜水者又は遊泳者と船舶の接触海難の分析

当支部管内では，スキューバダイビングが盛んでそれに関係する事業者も多いこ

と，また，海水浴場なども多く，気候が温暖で遊泳期間が他地方よりも長いことか

ら，スキューバダイビング中の潜水者又は遊泳者と船舶の接触海難について，分析

した結果は次のとおりです。

１．スキューバダイビング中の潜水者と船舶の接触海難

スキューバダイビング中に船舶と接触したものは，全国で８件となっており，い

ずれもダイビングポイントにおいて発生し，５人の死亡者と３人の重傷者及び１人

の軽傷者を発生させています。

(1) 事例と分析

① 航行中の遊漁船が，ダイビングポイントを調査中の潜水者と接触した例

遊漁船甲丸（１.１ｔ，ディーゼル機関，４９ＫＷ） 遊漁船乙丸（４.９ｔ）

発生場所：沖縄県慶良間列島安室島南方

気 象 等：天候晴，北の風，風力４

死 傷：乙丸側の潜水者に頭部打撲傷

事件の概要 甲丸が，慶良間列島阿嘉漁港を出港し，ダイビングポイントに向け東行

中，船長が，Ａ旗
（注）
を掲げて停留中の乙丸を認めた際，日頃スキューバダ

イビングを行う船を見かけない水域であり，船上に多数の人影を認めたが，

休息中のもので，乙丸の周囲に潜水者はいないと思って航行中，ダイビング

ポイントの調査を終えて浮上中の潜水者（乙丸船長）と接触した。

原因 甲丸が，Ａ旗を掲げて停留している乙丸を認めた際，同船の周辺水域から

十分に遠ざかる針路としなかった。

潜水者が，周囲から識別しやすいよう黄色の浮きを使用するなど，その存

在を明確に示す措置を取らなかった。

背景要因 甲丸船長：Ａ旗を掲げて停留している遊漁船の周囲に潜水者がいることは知

っていたが，その船上に多数の人影が見えたので休息しているも

のと思ってしまった。

乙丸船長：操船をダイビングガイドに任せていた。

（注）国際信号旗Ａ旗：海中で潜水作業を行っていることを表し，

付近を航行する船舶は，微速で十分避ける必要があります。

Ａ旗
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例①の参考図

例①の分析

甲丸船長が，Ａ旗を掲げて停留している船を認めた際，船上にいる多数の人

影を見ただけで，すべて船上にいるだろうと思い込んだことは早合点である。

乙丸の乗船者数を知らないのであるから，「付近にまだ潜水者がいるかも知

れない」と危険を予測する必要がある。

乙丸から１００ｍ程度離して航行していれば事故も防げたし，たいした時間

のロスにはならないのに，乙丸と島との間に向け航行しようとしていた。

乙丸船長は，ダイビング前の調査のために，有資格のダイビングガイドに操

船を任せて潜水していたもので，黄色の目立つ浮きを持っていたが，自分たち

が潜るときは使用していなかった。

また，ガイドに操船を任せる際に，他船が接近した際は注意喚起信号を行う

などの注意事項を伝えていれば，本件発生は防げたと思われる。

近寄っちゃだめ。潜水者
がいるからＡ旗を掲げて
いるんだよ！
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② 帰港中の交通船が，ボートダイビング中の潜水者と接触した例

交通船甲丸（１０.６３ｍ，ディーゼル機関，８０ＫＷ），

交通船乙丸（１１.９４ｍ，ディーゼル機関，１６９ＫＷ）

発生場所：沖縄県石垣島御神埼北方沖合カスミの根

気 象 等：天候晴，南の風，風力１

死 傷：乙丸側の潜水者１人が頭蓋骨骨折で死亡，１人が右肩胛骨骨折

事件の概要 スキューバダイビング客などの輸送に従事する甲丸が，帰港の途，石垣島

御神埼沖のカスミの根と称するダイビングポイントにさしかかった際，甲丸

船長は，離れたところにＡ旗を掲げた乙丸を認めたものの，同ポイントに停

泊中の船がいないので，付近に潜水者はいないと思い，同ポイントを迂回す

ることなく航行中，付近でボートダイビング中の潜水者２人と接触した。

原因 航行中の甲丸が，見張り不十分で，海面に浮上していた潜水者を避けなか

った。

乙丸が，ボートダイビングを行う際，潜水者に対する安全措置が不十分で

あった。

背景要因 甲丸：カスミの根から１６０ｍ離れたところにスキューバダイビング客送迎

の同業船を認めたものの，カスミの根に投錨している船がいないので，

付近に潜水者はいないと思った。

前方の見張り不十分で，海面に浮上している潜水者の存在に気付かな

かった。

乙丸：ボートダイビングを行わせる潜水客が岩の陰になって視認できない場

所に錨泊した。

ボートダイビングを行わせるに際し，不測の事態に備えるとともに，

付近に潜水者がいることを他船に知らせる目的で潜水水域に留まり，

気泡の動きを追うなどして潜水者が船舶の航行しない安全な水域に達

するまで監視を行うなどしていなかった。

八重山ダイ ・ カスミの根は十分離れて航行すること

ビング協会 ・ ボートダイビングを行う場合は，ボートに見張員を配置するか海面に潜

の指導 水者を監視員として配置すること

・ Ａ旗を掲げている船舶に接近する際には，周囲１００ｍは徐行すること

ダイビングボートから１００ｍ以内は徐行！
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例②の参考図

例②の分析

甲丸及び乙丸の各船長は，八重山ダイビング協会に加入しており，両人とも同

協会の指導事項を守っていなかったことが，本件発生につながっている。

甲丸が，同指導事項を守っていれば，カスミの根を十分離して航行していたで

あろうが，カスミの根にさしかかった際，甲丸船長は，同根の上にＡ旗を掲げて

錨泊している船がいなかったので，付近に潜水者はいないと思い，前方の見張り

を十分に行わずに進行した。前方の見張りを十分行っていれば，海面に浮上して

いた潜水者を発見し，避航できたと思われる。

また，乙丸も，ボートダイビング中の潜水者の不測の事態に備えて潜水水域に

留まっていれば，付近に潜水者がいることを他船に知らせることができたのに，

潜水者が存在する可能性のある潜水ポイント付近を船舶が航行することはあるま

いと思い，カスミの根から離れて潜水水域を視認することができない場所に錨泊

して，潜水者の不測の事態に備えていなかった。
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③ 遊漁船が，エントリーした潜水者に気付かず機関を始動し，潜水者と接触した例

遊漁船Ａ丸（６ｔ，ディーゼル機関，３０８ＫＷ）

発生場所：響灘白島

気 象 等：天候晴，西の風，風力３

死 傷：脳挫傷により即死

事件の概要 ダイビングポイントにおいて潜水客６人に３回目の潜水をさせる際，２回

目の潜水をしなかった潜水者が，先に準備ができていたので誰とも合図を交

わすことなくエントリーし，これに気付かなかった船長が，船を移動しよう

として機関を後進にかけて，プロペラが潜水者と接触した。

原因 潜水遊泳を開始する前の漂泊待機中，暗岩に近づくこととして機関を後進

にかける際，潜水客に対する確認が不十分であった。

背景要因 船側：機関を後進にかける際，船上の潜水客の人数を数え，すでにエントリ

ーしている者がいないか確認していなかった。

潜水客全員が船上で潜水の準備をしていると思っていた。

潜水者：エントリーする際，船長の確認を取っていなかった。

④ 遊漁船が帰港する際，同業船の案内した潜水者と接触した例

遊漁船Ｂ丸（１ｔ，ディーゼル機関，漁船法馬力数：４０）

発生場所：静岡県門脇崎南西方沖かもめ島東方の音次郎

気 象 等：天候晴，東の風，風力１

死 傷：全治２箇月の多発肋骨骨折

事件の概要 ダイビングポイントにおいて，自船が案内した潜水客を収容して帰港しよ

うとする際，同業船が案内した潜水客と接触した。

原因 船長が，前路水面に生じる潜水者の出す気泡に対する見張り不十分で，浮

上中の同者を避けなかった。

潜水指導者が，潜水者を帯同して浮上する際，上方水面に対する安全確認

が不十分で，遊漁船の通過を待たずに浮上した。

背景要因 船側：潜水者が，ブイロープを伝って浮上してくると思ったので，ブイに接

近しないようにして，ブイと陸岸の間に向け航行を開始した。

潜水指導者：同行の潜水者の様子が異常に見え，ブイを伝わらずに浮上しよ

うとした。浮上する際，遊漁船は，通常ブイの沖側を通航するので，ブ

イと陸岸の間から浮上すれば大丈夫と思った。

船を移動する場合は潜水者の有無を確認

潜水者の出す気泡にも注意
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(2) スキューバダイビング中の潜水者を死傷させた海難の発生メカニズム

 

スキューバダイビング客送迎の交通船、遊漁船 

潜水者の存在を認識・予想できる状況 

・潜水準備作業を漠然と見ていた 
・案内した潜水者を収容中 

・他船が案内した潜水者が潜水中 
・Ａ旗を掲げた遊漁船を認めていた 
・Ａ旗を掲げていた同業船を認めていた 

機関始動 

航走中 

認 識 

・ 船上の潜水客数を把握せず，エントリーし
た潜水者に気づかず 
・ 潜水者の出す気泡に対する見張り不十分 
・ 船体周辺の潜水者の存在不確認 
・ 同業船は認めた，潜水者は認めず 

・ 海面に浮上している潜水者に気づかな
かった 

潜水者に対する安全確認不十分 前路の見張り不十分 

機関始動時、又は航行時の判断 

判 断 

・ ダイビングポイントに錨泊船がい
ないので，周辺に潜水者はいないと
思った 

・潜水客全員が船上で潜水の準備をしていると思った 
・潜水者はブイロープを伝って浮上すると思った 
・潜水者は全員右舷方にいると思った 
・船上に多数の人影を認めたので，休息中だと思った 

な   し 避航動作 

危険な状態

の認知時期 海難発生まで認知せず 

        潜水者と接触 

潜水者がそばにいたのに気づかず 船には気づいたが、潜水者に気づかず 
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(3) まとめ

・ 他船がいるダイビングポイント付近を航行するときは，迂回するか，水面

下も十分確認しながら低速力で航行することが必要である。

・ 操船者は，常に潜水者の安全を守れるよう，他船の接近にも気を配ること。

さらに接近するようであれば，注意喚起信号などを鳴らし，接近する他船に

知らせること。

・ ダイビングポイントは，他船と競合することも多く，自船だけでなく他船

の潜水者にも十分に注意し，進行方向に潜水者がいないことを確認したうえ

でなければ進行してはならない。「大丈夫だろう」という「思い込み」で行動

してはならない。

・ 船を移動させようとするときは，船体の死角になっている部分も含め，船

体周辺に潜水者がいないか，十二分に確認すること。

・ 潜水者を収容する際は，プロペラは停止すべきである。

・ 操縦席から，エントリーする潜水者が視認できない船は，見張員を配置し

て的確に合図を確認し合うか，操船者自ら確認することが必要である。

・ 潜水者には，合図を待ってからエントリーするよう指導すること。

・ 操船者又は見張員は，潜水者の出す気泡にも気を配るべきである。

・ 潜水中の指導者は，海面付近の安全確認を行った上で，潜水者に浮上の合

図を行う必要がある。

ダイビングボートの付近は，迂回するか徐行！

潜水開始，浮上開始は，安全が確認され，合図が出てから！

機関始動は，船体周辺の潜水者の安全確認を行ってから！



- 11 -

２．海水浴場等で遊泳中の遊泳者と船舶の接触海難

遊泳者と船舶が接触したものは，

全国で２３件となっており，発生場

所の詳細は図７のとおりであった。

これら２３件のうち２０件は，海水浴場などの遊泳区域や水上オートバイ禁止区

域で発生しており，他の２件は遊泳区域外で発生し，残る１件は水上オートバイの

区域として定められた中に遊泳者が入り込んで発生していた。

水上オートバイ区域で発生した１件については，水上オートバイの操縦者は，高

い磯波を求めて入り込んでいたサーファーなどを認めており，実に２３件中２１件

は，遊泳者の存在が予測できる水域でモーターボートや水上オートバイを走らせて

いたことになる。

(1) 事例と分析

① 水上オートバイで曳航中のウェイクボーダーが，遊泳者と接触した例

水上オートバイ甲号（３.１２ｍ，電気点火機関，１０７ＫＷ）

発生場所：沖縄県屋我地島東岸沖

気 象 等：天候晴，南西の風，風力２

死 傷：遊泳者が頭部打撲

事件の概要 ウェイクボーダーを曳いて旋回中、滑走中のウェイクボーダーが旋回に伴

って外側に大きく振られた際，船長は，曳航しているウェイクボーダーが，

錨泊中の水上オートバイ乙号とその周辺の遊泳者に著しく接近する態勢で滑

走しているのを知り，増速して回避しようとしたが，また，ウェイクボーダ

ーは，前方至近に乙号を認め，急いで曳航索を放したが及ばず，乙号の前部

に勢いよく倒れ込み、折から乙号上にいた遊泳者に接触した。

原因 船長の遊泳者に対する安全確保の措置が不十分で，ウェイクボーダーが，

水上オートバイの旋回に伴って外側に大きく振られ，遊泳者に著しく接近し

た。

船長が，遊泳者から離れた水域で曳航しなかった。

ウェイクボーダーが，遊泳者などから離れた水域で曳航するよう進言しな

かった。

遊泳者が散在す

る海岸

　１８件

水上オートバイ

禁止区域 　１件

水上オートバイ

区域　　　１件

海水浴場

１件

遊泳区域外

２件

水上オートバイ　１件

水上オートバイ　１件

水上オートバイ　１件

遊漁船　　　　　　１件

モーターボート　１件 水上オートバイ　１０件

モーターボート  　６件

漁船　　　　　　 　　１件

遊漁船　　　　　　  １件

(２３件)

図７ 船種別の遊泳者との接触海難発生場所

危険操縦は禁止！！
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背景要因 船長：水上オートバイの操縦方法，同オートバイが旋回したときのウェイク

ボーダーの滑走状況などは承知していたし，水上オートバイが周回す

る水域と遊泳者がいる水域との間が狭いように感じたが，曳航してい

るウェイクボーダーが，進行方向に対して容易に横移動できるから，

遊泳者に著しく接近することはないと思っていた。

ウェイクボーダー：滑走中は先行する水上オートバイの動向に注意を向け，

前方の見張りを行う余裕がなかった。

例①の参考図

曳航図

 

増速 

増速 

水上オートバイ 
甲号の航跡 

ウェイクボーダー 
の航跡 

甲丸，ウェイクボーダー 

航跡イメージ 

約 150m 
約 80m 

約 60m 

約 60m 
約 40ｍ 

約 40ｍ 

20km/h 

ビ ー チ 
甲号発進地点

35km/h 

遊泳者 

水上オートバイ 
周回用の簡易ブイ 

水上オー
ト バ イ 乙
号錨泊中 
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例①の分析

船長は，周回しようとする水域が，遊泳者と接近していて，ウェイクボーダーを

曳航して周回するには危険であるとの認識に欠けていたのみならず，曳航していた

ウェイクボーダーが，横移動して容易に遊泳者を避け得るから，遊泳者に著しく接

近することはないと誤った認識をもっていた。

実際には，ウェイクボーダーは，先行する水上オートバイに注意を向けるばかり

で，周囲を見る余裕はなかったから，同人も，操縦者に対して，遊泳者から離れた

水域で曳航するよう進言すべきであった。

② 船体周辺にいた遊泳者に気付かず，機関を始動して遊泳者と接触した例

遊漁船（７.９２ｍ，ディーゼル機関，３６ＫＷ）

発生場所：沖縄県西表島西岸崎山湾

気 象 等：天候晴，南東の風，風力１

死 傷：全治３週間の裂傷

事件の概要 客９人を乗せ，錨泊して魚釣りと遊泳をさせていたが，移動することと

し，半クラッチ状態でもプロペラが回転する状態となっていたのに，船尾方

に錨を入れているのでさほど移動することはあるまいと思い，船上から周囲

を一べつしただけで船体周辺の安全を十分確認することなく主機を始動さ

せ，左舷中央部舷側付近で遊泳していた遊泳者にプロペラが接触した。

原因 左舷斜め後方に錨を入れたまま，半クラッチ状態で主機を始動させる際，

船体周辺の安全確認が不十分であった。

背景要因 主機は，長年の使用により，フリースロットルボタンを押さなくても主機

が回せ，クラッチも半クラッチ状態になり，プロペラが回転状態になってい

たが，船長は，半クラッチ状態で主機を起動しても，船尾方に錨を入れてい

るので，さほど移動することはないと思っていた。

例②の分析

船長は，主機を始動する際，船上から周囲を一べつしただけで，死角となって

いた船体周辺の安全を十分確認していなかったので，左舷側中央部にいた遊泳者

に気付かなかった。

主機を始動する際は，案内した遊泳者の位置を把握しておかなければならず，

また，他船の案内した遊泳者が存在することもあるから，自船の周辺の十分な安

全確認は不可欠である。
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(2) 海水浴場等で遊泳者を負傷させた海難の発生メカニズム

 

ウェイクボーダーを曳航中の水上オートバイ 

遊泳者の存在を認識・予想できる状況 

水際近くの遊泳者を認めていた 

案内した客を遊泳させていた 機関始動 

航走中 

認 識 

船上から周囲を一べつしただけ 

遊泳者に対する安全確保の措置不十分 船体周辺の安全確認不十分 

判 断 
 右斜め後方に錨を入れているの
で，さほど移動することはないと思
った 

 ウェイクボーダーは進行方向に対して容
易に横移動できるから，遊泳者に著しく
接近することはないと思った 

海難発生直前に認知 
危険な状態

の認知 

避航動作 

ウェイクボーダーが遊泳者に向かって滑走
しているのを見て増速して避けようとした 

        遊泳者と接触 

水上オートバイでウェイクボーダーを曳いて
周回しようとする水域と遊泳者との間がやや
狭いように感じた 

遊泳者の存在を知っていた 

操縦者 

船横の遊泳者の存在を知らず 

曳航開始前の判断 機関始動前の判断 

な  し 

海難発生まで認知せず 

操縦者 

ウェイクボーダー 
 なし。水上オートバイの動向
に気を取られていた 

操縦者 

ウェイクボーダー 曳航索を手放した 

魚釣り、遊泳客案内の遊漁船 
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(3) その他の危険な操縦例

遊泳者との接触海難の多くは，進行方向に対する見張り不十分で，前路に遊泳

者はいないと思って進行して遊泳者と接触していたが，次のような危険な操縦も

あった。

(4) まとめ

① 遊泳者収容時にモーターボートのプロペラが回転していたもの

② 急旋回でできる波しぶきで遊泳者を驚かそうとして，水上オートバイを

遊泳者に急接近させ，反転の時期が遅くて接触したもの

④ 無資格者を単独で水上オートバイに乗せたところ，波の影響でコントロ

ールできず，遊泳者に接触させたもの

③ このままの針路でも遊泳者の左側をわずかにかわせるだろうと，遊泳者

に接近してエンジンを止めた際，波打ち際の波で船体が寄せられて遊泳者

と接触したもの

・ 小型船舶操縦者は，遊泳者等の付近において、高速力で航行したり，急旋

回や縫航するなどの危険操縦は禁止されています。

・ 人に接近して急旋回して水しぶきをかけるなどの行為は，危険な行為に該

当します。

・ 小型船舶操縦者は，安易に無資格者に単独で操縦させてはなりません。

特に水上オートバイでは，無資格者の操縦は禁止されています。

危険操縦の禁止！

無資格者の操縦の禁止！
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第４ 提言

１．船舶とスキューバダイビング中の潜水者との接触を避けるために

事前に船側と潜水者で，ダイビング計画，合図などについて十分な打ち合わせを！

(1) 船側の注意

① スキューバダイビングを行わせている船舶は，潜水中であることを示す国際

信号旗のＡ旗をマスト上に掲げること

② ダイビングポイント付近で国際信号旗のＡ旗を掲げている船舶を認めたとき

は，船から１００ｍ以内は徐行すること

③ ボートダイビングを行う場合は，不測の事態に備え，潜水者の出す気泡を監

視できるようボートに見張員を配置するか，海面に潜水者を監視員として配置

すること

④ ダイビングポイントで機関を始動しようとするときは，船の死角になった部

分にも注意し，潜水者の有無・人数を確認し，安全を確認したうえで動かすこと

⑤ 潜水者をエントリーさせる際は，合図に従って行動するよう指導すること

(2) 潜水者側の注意

① 潜水指導者は，潜水者の安全に万全の注意を払うこと

② 潜水中の指導者は，海面付近の安全確認を行ったうえで，潜水者に対する浮

上の合図を行うこと

③ 潜水者は，潜水指導者の指示に従うこと

２．船舶と遊泳者との接触を避けるために

危険操縦・無資格操縦の禁止！

① 小型船舶の操縦者は，衝突その他の危険を生じさせる速力で，遊泳者に接近

する操縦をしないこと

② 小型船舶の操縦者は，遊泳者等の付近において，急旋回又は縫航する操縦を

しないこと

③ 遊泳区域の管理者は，遊泳区域内で小型船舶を航走させないこと

④ 水上オートバイ等の小型船舶の提供事業者は，小型船舶を操縦者に提供する

際は，安全運航について注意を喚起すること

〒 900-0001 那覇市港町２－１１－１
門司地方海難審判庁那覇支部書記課
電話 ０９８－８６８－９３３４
FAX ０９８－８６２－８１５６
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ naha-k63pj@qst.mlit.go.jp
海難審判庁ホームページ http://www.mlit.go.jp/maia/index.htm


